
れ
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
や
資
格
取

得
な
ど
の
届
出
を
忘
れ
た
期
間
が
あ
る
場

合
、
将
来
の
年
金
受
給
額
が
少
な
く
な
っ

た
り
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
給
で
き
な
く

な
っ
た
り
（
保
険
料
納
付
や
免
除
な
ど
の

合
計
が
３
０
０
月
未
満
の
場
合
）
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
が
過
去
２
年
か
ら
10
年
に
延
長
と

な
る
後
納
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
平
成
14
年
10
月
分
以
降

の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

▼
後
納
保
険
料
の
納
付
期
限
＝
平
成
27
年

９
月
30
日
（
水
）　

▼
そ
の
他
＝
後
納
保

険
料
納
付
に
は
、
事
前
申
し
込
み
が
必
要

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
１
１
）０
５
０

▼
豊
橋
年
金
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）33
局
４
１
１
８

　

１
年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
て
、
自
分

の
体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。
受
診
の

際
は
必
ず
受
診
券
と
保
険
証
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

▼
費
用
＝
自
己
負
担
分
は
無
料　

▼
場
所

　

田
原
市
農
業
用
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
適

正
処
理
対
策
協
議
会
が
行
って
い
る
農
業
用

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
回
収
で
は
、
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ

ル
ム
と
ポ
リ
系
フ
ィ
ル
ム
を
分
別
の
う
え
搬

入
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
の

結
束
は
、
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
の
切
れ
端
を
使

用
す
る
な
ど
、
同
じ
材
質
の
物
で
束
ね
る
ル
ー

ル
を
守
って
く
だ
さ
い
。
分
別
の
効
率
を
向
上

し
、
リ
サ
イ
ク
ル
作
業
を
円
滑
化
す
る
た
め
、

ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
場

で
束
ね
直
し
て
い
た
だ
く
か
、
受
け
取
り
を

お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
ポ
リ
系
フ
ィ
ル
ム
は
、
潅か
ん
す
い水
チ
ュー

ブ
や
ポ
リ
系
の
ひ
も
で
束
ね
る
こ
と
が
出
来

ま
す
が
、
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
の
切
れ
端
な
ど

は
使
用
し
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
田
原
市
農
業
用
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

適
正
処
理
対
策
協
議
会
（
農
政
課
内
）

☎
23
局
３
５
１
７　

22
局
３
８
１
７

▼
Ｊ
Ａ
愛
知
み
な
み

田
原
資
材
セ
ン
タ
ー
☎
23
局
１
６
３
６

赤
羽
根
資
材
セ
ン
タ
ー
☎
45
局
３
１
３
４

渥
美
資
材
セ
ン
タ
ー
☎
32
局
３
０
０
０

　

国
民
年
金
制
度
は
、
保
険
料
を
納
め
ら

▼
縦
覧
期
間
＝
10
月
20
日
（
土
）
～
11
月

３
日
（
土
・
祝
）　

▼
縦
覧
時
間
＝
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時　

▼
縦
覧
場
所
＝

選
挙
管
理
委
員
会
（
市
役
所
南
庁
舎
３
階

総
務
課
）

▼
選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
内
）

☎
23
局
３
５
０
６　

23
局
０
１
８
０

　

市
内
で
法
人
な
ど
の
新
規
設
立
や
、
事

務
所
・
事
業
所
の
新
規
開
設
を
し
た
場
合

は
、速
や
か
に
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
（
写
し
）

と
定
款（
写
し
）を
添
え
て
、法
人
設
立（
変

更
）
等
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
商
号
」「
所
在
地
」「
代
表
者
」「
資

本
金
額
」「
決
算
期
」
な
ど
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
や
「
法
人
の
解
散
」「
事
業
所
の
閉

鎖
」
な
ど
を
し
た
場
合
も
、
そ
の
都
度
、
変

更
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（「
エ
ル

タ
ッ
ク
ス
」
を
利
用
し
て
の
届
出
も
可
）

※
法
人
設
立
（
変
更
）
等
申
告
書
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

http://w
w
w
.city.tahara.aichi.jp/

＝
市
内
指
定
医
療
機
関　

▼
期
間
＝
12
月

31
日
ま
で
の
診
療
時
間
内　

▼
そ
の
他
＝

健
診
は
空
腹
で
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９
（
特
定
健
診
）

☎
23
局
３
５
１
４
（
後
期
高
齢
者
健
診
）

　

給
水
工
事
は
田
原
市
指
定
給
水
装
置
工

事
店
へ
、
公
共
下
水
道
等
に
接
続
す
る
場

合
は
田
原
市
排
水
設
備
指
定
工
事
店
へ
必

ず
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▪
新
規
追
加

◦
ア
イ
セ
イ
設
備　

三
河
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）88
局
４
４
４
５

▼
水
道
課　

☎
23
局
３
５
３
２　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

　

平
成
24
年
９
月
１
日
現
在
で
調
製
さ
れ

た
愛
知
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度

10
月
１
日
月
に
開
始

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

排
出
時
の
分
別
の
お
願
い

も
う
受
け
ま
し
た
か
？

健
診
は
お
早
め
に
！

水
道
・
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加

法
人
の
各
種
届
出

愛
知
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿

平成24 年10月1日 　  　　　　　　　　│ 22 │


